
若⼿研究者活動⽀援制度 令和７年度募集要領

公益財団法⼈国際エメックスセンターは、従前より閉鎖性海域の環境保全および⾃然との持続可
能な「⾃然共⽣社会」の構築に資する国際的かつ学術的な交流を推進し、調査研究の実施・活動に対
する⽀援を⾏っています。

若⼿研究者活動⽀援制度においては、閉鎖性海域の環境保全・再⽣及び創⽣に資する調査・研究に
取組む若⼿研究者の育成⽀援を⽬的に、沿岸海域における課題解決に挑戦する優れた研究に対して
助成を⾏います。また、採択された研究にはエメックスセンター研究員会議が助⾔・指導を⾏います。

その令和 7 年度分の助成対象研究を、下記のとおり募集します。

記

１  助成対象者
助成対象者は、次の（１）から（４）に掲げる国内の研究機関等に所属する研究者で、令和 7 年４

⽉１⽇時点で満４５歳以下もしくは博⼠号の学位取得から 10 年以内の研究者（以下「助成対象者」
という。）とする。
（１）国及び地⽅公共団体の試験研究・技術開発機関
（２）学校教育法に基づく⼤学、短期⼤学、⾼等専⾨学校及びその附属研究機関
（３）独⽴⾏政法⼈の試験研究・技術開発機関
（４）その他の⾮営利法⼈（研究・技術開発に関する業務を⾏うものに限る）
２ 助成対象研究

沿岸海域の⽣態系保全、栄養塩類の管理や藻場・⼲潟の創出等に資する研究であって、研究提案
が⻑期的な視野を有し、提案期間内の具体的達成⽬標が明確に⽰され、その独創性、成果が得られ
た場合の期待される地域価値への貢献、海外も含む他沿岸域への拡張可能性などが明確に記述さ
れている提案を助成対象とする。

３ 助成期間
令和 7 年４⽉１⽇から令和８年３⽉３１⽇まで

４ 助成額
原則、１件あたり１５０万円を限度とする。

５ 助成対象となる経費
助成対象となる経費は、当該研究遂⾏のために直接的に使⽤したものであることを証明できる

経費とし、助成対象費⽬は、下記のとおりとする。
（１） ⼈件費・謝⾦等

① ⼈件費
資料整理などの補助作業者等を雇⽤するための賃⾦（雇⽤契約に関わる諸条件は所属機

関の規程に準拠）
② 謝⾦

当該研究に係る外部専⾨家等に⽀払う謝⾦（謝⾦単価は所属機関の規程に準拠）
③ 旅費

研究遂⾏上必要な国内外旅費（旅費単価等は所属機関の旅費規程に準拠）
※当該研究に係る発表を⾏わない学会等への参加は対象外



（２）研究費
① 消耗品費

事務⽤紙、⽂房具、燃料代、消耗機材、試薬、消耗部品、雑誌(定期購読の雑誌は除く)、
コンピュータソフト(汎⽤ソフトを除く)などの経費

② 印刷製本費
⽂書、報告書等の印刷、製本等に要する経費

③ 通信運搬費
郵便料、電話料など、物品の運搬やデータの送受信に係る経費

④ 光熱⽔料
電気、⽔道及びガス料⾦などの経費

⑤ 借損料及び役務費
実験施設、レンタカー等のレンタル料、駐⾞場代、会場使⽤料、翻訳料などの経費

⑥ 会議費
会議等の常識的な茶菓⼦弁当代

⑦ 雑費
コピー料、振込⼿数料、収⼊印紙代、データ取得料などの経費

（３）外部委託費
 外部委託費（外注費と委託費の合計）は、原則、全体経費の２分の１を超えてはならない。

ただし、特段の理由がある場合は、この限りではない。
 外注費及び委託費を計上する際は、助成要望書に具体的にその内容を申請書に記載するこ

と。
① 外注費

当該研究の遂⾏上必要な試験、検査、調査業務、ソフトウエア制作費等に係る外注費
② 委託費

当該研究の⼀部を共同研究者との委託研究契約により実施する場合の直接経費
６  応募⽅法

（１）提出書類
 令和 7 年度助成要望書 １部
 所属機関がその他の⾮営利法⼈に該当する場合は、その法⼈登記簿謄本の写し及び前年度

事業活動報告（任意様式）１部
（２）提出⽅法

 電⼦メールにより以下提出先まで令和７年５⽉７⽇(⽉) 17 時までに提出する。
 電⼦メール以外の⽅法（持込・郵送等）による提出は出来ない。
 上記⽇時を過ぎた提出は無効とする。

【提出先及び問い合わせ先】
担当：公益財団法⼈国際エメックスセンター ⼤輪

E-mail：staff＠emecs.or.jp  TEL ：078-241-7720
（３）確認事項

 助成要望書の提出により、助成要望者及び所属機関は「若⼿研究者活動⽀援制度実施要綱」
及び本募集要領に同意したものと⾒なされる。
 提出書類の⽤紙サイズはＡ４サイズで統⼀し、原本がＡ４サイズ以外の場合は、必ずＡ４



 
サイズ拡⼤・縮⼩して提出。 
 要望書は、字数制限を遵守し、⼀般的なフォントを使⽤し、特に外字は使わない。 
 提出書類は、は、ＷＯＲＤ、ＥＸＣＥＬ、⼜はＰＤＦのいずれかとし、ファイルサイズを

５ＭＢ以内とする。 
 要望書に附随する添付書類についても上記と同様とし、要望書と添付書類は別々のファイ

ルとして提出してもよい。 
 所要経費の積算内訳は可能な限り明確に記載し、・ 各経費項⽬に対して、研究計画との関

係を具体的に説明すること。 
 提出書類に著しい不備等が認められる場合は要望書を無効とする。 
 提出書類は返却しない。提出された個⼈情報は本制度以外には使⽤しない。 

７  選考・交付決定 
(１) 選考⽅法 

研究員会議が選考機関となり、最⼤３年間の研究計画全体を選考のうえ、令和７年度に助成
⾦を交付する助成内定者を決定する。 

(２) 選考⼿順 
以下のとおり、書類選考と⾯接選考の２段階選考を⾏う。 
・５⽉中旬頃に１次選考（書類選考）を⾏い、５⽉下旬に選考結果通知する。 
・６⽉中旬頃に２次選考（⾯接選考）を⾏い、６⽉下旬までに選考結果通知する。 

(３) 選考の視点 
以下３点を含め、総合的に選考する。 

 ①研究内容の独創性及び研究⽔準 
 ②研究実施（体制・期間・費⽤）に関する実現性 
 ③国際エメックスセンターの活動（社会的・国際的）への貢献 

(４) 助成内定通知 
 6 ⽉下旬に、助成内定者に対して、助成額を決定し助成内定通知書を送付する。 
 助成内定者は、助成内定通知を確認の上、直ちに助成内定承諾書を提出する。 
 助成内定者は、上記通知受理後エメックスセンターと協議の上、交付申請書を提出する。 

８  助成⾦の交付・執⾏等 
（１）交付⽅法 

 助成⾦の交付は、原則として助成対象者が所属する機関（以下「所属機関」という。）に対
して交付する。 
 助成⾦としての交付を原則とするが、エメックスセンターと所属機関との事前協議により、

助成⾦相当額をエメックスセンターから所属機関への寄附⾦とする事が出来る。 
・所属機関が、寄附⾦とすることを希望する場合は、交付申請書にその旨を記載すること。 

（２）助成⾦の概算払い 
 エメックスセンターは、助成⾦を原則として、全額概算払いとする。 
 エメックスセンターは、交付申請書受理後 20 ⽇以内に所属機関へ助成⾦を交付する。 
 上記の事は、寄附⾦の場合においても同様とする。 

９  採択後の指導体制 
 助成対象者は、研究を⾏うに当たって、担当指導員からキックオフミーティング、中間報

告会前、研究報告書提出前等の 3 回以上、必ず指導を受けること。 



 
 担当指導員の指導については、担当指導員と相談のうえ、研究の進捗状況等に応じて現地

もしくは Web にて⾏うものとする。 
※ 指導会及び中間報告会や公開成果報告会に係る旅費については、助成⾦とは別にエメック

スセンター負担とする。 
 【スケジュール（予定）】 

令和７年 

６〜７⽉ キックオフ時  
担当指導員による研究の⽅向性等について
の確認など 

９〜10 ⽉ 中間報告会前指導 
助成対象者から担当指導員へ研究の進捗状
況等の報告と担当指導員による助⾔・指導 

11〜12 ⽉ 中間報告会 
助成対象者から研究員会議へ研究の進捗状
況等を報告 

令和８年 
１〜３⽉ 成果報告前指導 

助成対象者から担当指導員へ研究の進捗状
況等の報告と担当指導員による助⾔・指導 

５⽉ 公開成果報告会 
助成対象者が研究成果を公開で報告し、研究
員会議に評価を受ける。 

 
１０  計画の中⽌または停⽌等 
   要綱第１5 条に定める研究調査の中⽌・廃⽌または⼀時中⽌については、下記により⾏う。 
（１） 研究の中⽌  

エメックスセンターは、次のような事態が発⽣した場合、助成対象者等へ無通告で助成⾦の
全部または⼀部を打ち切ることがある。 
 申請に不正があった場合 
 助成⾦を他⽤途に使⽤した場合 
 助成条件に違反した場合 
 他の補助⾦等と重複助成を受けていた場合 
 成果、経費報告を正当な理由なく⾏わなかった場合 
 指導を拒否・妨害した場合         
 その他の要綱に違反した場合 

（２） 研究の⼀時中⽌ 
エメックスセンターは、助成対象者及び所属機関に対し、助成対象研究を遂⾏する上での

重⼤問題が発⽣した場合、研究の⼀部中⽌を要請します。この時点で、助成⾦に係る効⼒は
失効する。 

（３） 助成⾦の返還 
取消しがあった場合、期限を定めて助成⾦の返還を請求する。この場合において、エメッ

クスセンターは、助成対象者等が被る損害に⼀切責任を負わない。 
・助成期間中に助成対象者が退職や他⼤学等への転出等により、所属機関において⽬的を遂

⾏することができない場合は、所属機関は、助成⾦を助成対象者の転出先に移し替える、
⼜はエメックスセンター返還しなければならない。 

１１  研究成果の公表等 
（１）助成対象者による研究成果の公表 



 
 助成対象者は、助成対象研究の成果について公表に努めるものとし、公表にあたっては、エ

メックスセンターの助成を受けている旨を明記すること。 
≪エメックスセンター名称表記⽅法≫ 
⽇本語表記：公益財団法⼈国際エメックスセンター 
英語表記：International EMECS Center 

 助成対象者は、助成対象研究の成果を学会等で発表した場合は、発表後速やかに、その内容
の写しをエメックスセンターへ提出すること。 

（２）助成対象者によるエメックスセンター広報活動への協⼒ 
エメックスセンターは、助成対象研究に係る採択時点での概要と研究成果概要をホームペー

ジやニュースレター等の広報物で公表する予定である。助成対象者は、エメックスセンターか
ら助成対象研究に係る広報⽤資料作成の依頼があった場合は、可能な限り協⼒に努める。 

（３）エメックスセンターによる助成対象者等の著作物の利⽤ 
助成対象者等は、エメックスセンターが定款に定める公益⽬的事業において若⼿研究者活動

⽀援制度（以下「本制度」という。）の成果を公表するにあたり、助成対象者等が事前に承認
した内容の全部⼜は⼀部を利⽤できるよう、エメックスセンターに対して著作者⼈格権を⾏
使しない。 

１２  実績報告・調査等 
（１） 実績報告及び精算  

① 助成対象者は、エメックスセンターが指定する期⽇までに次の書類を提出する。  
 研究報告書 
 研究報告書概要版 
 所要額精算調書 
 所属機関による収⽀簿【任意様式】 
 学会報告資料、論⽂、新聞記事など助成対象研究の成果を外部で発表したことを確認できる

もの（該当する場合のみ）  
② 所属機関は、助成交付⾦が助成⾦確定額を超過する場合は、 超過額をエメックスセンター

に返還する。  
（２） 調査・検査 

① 実績報告書の書⾯調査を⾏うほか、助成期間中においても疑義がある場合は下記の様な事
項について検査を⾏う事がある。  

 研究計画と実績報告書の内容の整合性  
 実績報告書に記載されている研究の内容と⽀出した経費との整合性  
 助成対象期間が作成した収⽀簿及び補助簿等との整合性 

 
② 必要に応じて、所属機関及び外部委託先についても、参考となるべき報告及び資料の提出

を要請し、検査を⾏う事がある。 
③ 検査を⾏うことができる期間は、助成期間が終了する⽇の属する事業年度の終了⽇の翌⽇

から起算して５年間とする。  


